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１．基本的な考え方 

 ・在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、

居宅生活を送るうえで必要となる段差の解消や手すり

の設置などの住宅改修を介護保険給付対象とする。 
 

・持ち家の居住者と借家の居住者では、改修内容の自 

由度に差があるため、両者の受益の均衡を考慮し、 

対象となる改修工事は、小規模なものとします。 
 

２．住宅改修の概要 

介護保険制度の「住宅改修費」概要は次のとおりです。 
 

項 目 内 容 

対象者及び 

対象となる 

住宅 

（１）対象者 

要支援１・２、要介護１～５と認定された方が対象とな

ります。 
 

※要介護認定の申請前、要介護認定有効期間外に住宅

改修を行った場合は、保険給付対象となりません 

※要介護認定の申請中に改修した場合は、認定結果が

おりてから住宅改修費が支給されます（認定結果が

「非該当」になってしまった場合は、住宅改修費は

支給されません）。 
 

（２）対象となる住宅 

要支援・要介護者が居住する住宅（被保険者証記載の住

所）が対象となります（申請の際、改修を予定している

住宅と被保険者証に記載されている住所が同じか確認し

てください）。 

※原則、被保険者証記載の住所ですが、一体の敷地内で

日常生活動線上必要不可欠な場合は、事前にご相談く

ださい。 
 
新築や増築、リフォームにあたる改修は対象となりませ

ん（住宅の全体または広範囲にわたる改修を指しま

す）。 

居住する住宅が店舗等を営んでいる場合、店舗部分や来

客との共用部分などに対する住宅改修は、対象とならな

い場合があります。 

※申請範囲の改修については他の補助金事業（民泊・リ
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フォーム事業）と重複する部分は対象となりません。 

 

申請の種類 

 
申請の方法は、償還払で行う事前申請と受領委任払で行う

受領委任払申請の２通りがあります。 

必ず住宅改修工事を行う前に保険者に申請する必要があ

ります。住宅改修の着工後に申請を行っても住宅改修費は

支給されませんのでご注意下さい。 
 

住宅改修の 

必要性 

 
被保険者（申請者）の身体状況と住宅の状況等から判断

して、住宅改修の必要性が認められる場合に介護保険給

付対象となります。 

被保険者の身体状況に合わせて、居宅生活を送るうえで

必要であるという理由がなければ、住宅改修費の該当工

事であっても保険給付として認められません。 

〔例 : 被保険者（申請者）が使用しない部屋への手すり

の取り付け 等〕 
 

住宅改修の 

種類 

 
【平成１１年厚生省告示第９５号】 

 ① 手すりの取付け 

 ② 段差の解消 

 ③ 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面 

  の材料の変更 

 ④ 引き戸等へ扉の取替え 

 ⑤ 洋式便器等への便器の取替え 

 ⑥ その他①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅   

改修 
 

利用限度額 

（支給限度 

基準額） 

 
介護度にかかわらず、同一住宅につき、被保険者１人あた

り２０万円までが利用限度額となります。 

利用限度額を超えた額については、全額被保険者の自己負

担となります。 
 
また、１回の改修で利用限度額まで使いきらず、複数回に

分けて利用することも可能です。 
 
※原則として、対象費用額の９割（一定以上所得者の場合

は８割又は７割）が住宅改修費として支給され、１割（一

定以上所得者の場合は２割又は３割）が被保険者の自己負

担となります。 
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３．対象となる住宅改修の種類及び内容 

  介護保険の給付対象となる住宅改修の種類及び内容は次のとおりです。 

 

①手すりの取付け 

給付対象となるもの 

●手すりの取付け 

 ※必ず固定してください（固定されていない据え置き・挟み込み式のものは

対象となりません）。 

●手すりの取替え、移設（※身体状況に合っていない場合に限ります） 

（移設については取付施工費のみ対象）  

 

 

要検討・注意が必要なもの 

●跳ね上げ、着脱式の手すりの取付け 

 ⇒使い方を誤ると可動部分を原因とする事故が起こる可能性があります。 

●エンドキャップを使用した端部が突き出している手すりの取付け 

 ⇒手すりの端部が突き出している場合、衣類の袖口等に引っ掛かり転倒の

原因となる可能性があります。 

●既製品の手すりの取付け 

⇒既製品は金額が割高になるため、十分な検討をお願いします。 

●メーカーのカタログに記載のない施工方法での手すりの取付け 

 ⇒メーカーの保証が受けられない場合もあるため、カタログに記載のない

施工をする場合（複数のメーカーの部材が混在する手すりを取付ける場

合も含む）は、あらかじめメーカーに確認したうえで施工事業者の責任の

もと施工してください（使用基準は、使用部品メーカーの中で最も厳しい

基準を適用する）。 

※メーカー回答の提出をお願いする場合があります。 

 

給付対象とならないもの 

●福祉用具貸与の対象となる手すりの取付け 

●手すりの機能以外の付加部分（紙巻器付き手すりの紙巻器部分 等） 

●扉や、家屋に固定されていない家具への手すりの取付け 

●施工方法がメーカーの仕様や基準に従っていない手すりの取付け 

●単なる破損・汚損による手すりの取替え 

●転落防止目的の手すりの取付けるもの 

●手すり、取付け金具（ブラケット）等が自己製作によるもの 
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②段差の解消 

給付対象となるもの 

●敷居の撤去 

●スロープの設置（勾配は原則１／８以下、車いすの場合は１／１２以下） 

●踏み台の設置（段差に対して、段数を増やすことで段の高さを軽減するものも含む） 

※必ず固定してください（固定されていないものは対象となりません）。 

●床のかさ上げ（居室、廊下、浴室 等） 

※敷居の撤去、スロープの設置等で解消できない場合に限ります。 

●浴槽の取替え（またぎの高さと浴槽の深さを変えて、浴室床と浴槽底の高低差が

軽減される場合） 

※浴槽を広くしたいという理由では対象になりません。（身体的理由がある場合は除く。） 

●玄関から外通路の凹凸を平坦にする工事 

 

要検討・注意が必要なもの 

●必要以上の幅員に対する段差解消 

 ⇒踏み台やスロープの設置、通路を平坦にする工事においては、通行に必要な幅

員のみを面積按分して給付対象とします（幅員は最大１．２メートルですが、

利用者の状況により個別に判断します）。 

●屋外における木製スロープの設置 

 ⇒劣化により強度及び安全性を考慮し、原則として対象外としていますが、借

家など退去時に原状回復しなければならない場合に限り、例外的に対象とす

ることもあります。 

 

給付対象とならないもの 

●段差の破損や老朽化、経年劣化等に伴う修理 

●福祉用具貸与の対象となる「スロープ」又は特定福祉用具購入の対象となる「浴

室すのこ」を置くことによる段差の解消 

 ※「浴室すのこ」を固定する場合であっても、固定することにより浴室床を清

掃することが難しくなり、衛生上の問題が生じることから、本組合では福祉用

具購入による設置をお勧めしています。 

●段差の踏み面の拡張（段差の解消を伴わないもの） 

●昇降機、リフト段差解消機等の動力により段差を解消する機器の導入 

●掘りごたつや床下収納を塞ぐ工事 
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③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面 

の材料の変更 

給付対象となるもの 

●畳から板製床材（フローリング材）、ビニール製床材等への変更 

●浴室床材（タイル張り 等）を滑りにくい床材に変更 

●屋外通路を滑りにくい舗装材に変更 

●階段への滑り止め材（滑り止めテープ含む）の設置 

 ※必ず固定してください（固定されていないものは対象となりません。） 

 

要検討・注意が必要なもの 

●必要以上の幅員に対する床材変更 

⇒通路や廊下の床材変更においては、通行に必要な幅員のみを面積按分して

給付対象とします（利用者の状況により個別に判断します。） 

 

給付対象とならないもの 

●床材の破損や老朽化、経年劣化等に伴う修理及び張替え 

●転倒時のけが防止を理由とする柔らかい床材への変更 

●浴室用すべり止めマットの設置 

●取り外すことを前提として簡易に設置するもの 

●改修前と改修後が同様の素材への変更 

 

④引き戸等へ扉の取替え 

給付対象となるもの 

●開き戸から引き戸や折戸、アコーディオンカーテンへの取替え 

●ドアノブの変更（玉ノブをレバー式に変更） 

●戸車やレールの設置 

●扉の吊り位置の変更 

●門扉の取替え 

●扉の撤去 

 

給付対象とならないもの 

●扉の破損や老朽化、経年劣化等に伴う修理及び取替え 

●破損による怪我を防ぐための扉ガラス部分の材質変更 

●自動ドアに変更する場合の動力関係部分 

●扉の新設 
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⑤洋式便器等への便器の取替え 

給付対象となるもの 

●和式便器から洋式便器（一体型として洗浄機能等が付加されたものを含む）への取替え 

●既存の便器の位置や向きの変更 

 

要検討・注意が必要なもの 

●和式便器から洗浄・暖房機能等が付加された洋式便器への取替え 

⇒洗浄・暖房機能等が必要な身体状況の場合に限り給付対象とします。 

●トイレの移設に伴う和式便器から洋式便器への取替え 

⇒便器の設置にかかる費用のみ給付対象となります。元のトイレが残る場合 

は新設となるので給付対象となりません。 

※既存便器の撤去・取り壊し費用は給付対象となります。 

●既に「腰掛便座」を設置している状態の和式便器から洋式便器への取替え 

 ⇒「腰掛便座」を設置した状態の和式便器は、洋式便器と同様の排泄動作と

なるため、原則として対象外となりますが、利用者の身体状況又は住宅の

状況などから使用に支障が生じ、既に設置している「腰掛便座」では対応

できなくなった場合のみ例外的に対象になる場合があります。 

 

給付対象とならないもの 

●特定福祉用具購入の対象となる「腰掛便座」の設置 

●洋式便器の便座を洗浄・暖房機能等が付加された便座へ取替えるもの 

●非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取替える場合の

給排水設備工事（水洗化又は簡易水洗化にかかる費用）と電気工事にかかる

費用 

 

⑥その他①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

●手すり取付けのための下地補強板等の取付け 

●浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事 

●コンクリートスロープ設置に伴う脱輪防止のための立ち上がり部分の施工 

●床材の変更のための下地（合板・根太）又は通路面の材料の変更のための整地 

●扉の取替えに伴う壁又は柱の工事 

●便器の取替えに伴う床材の変更、給排水設備工事（※水洗、簡易水洗和式便器

から洋式便器へ取替える場合に限り、給排水の繋ぎこみ工事は対象となります）

など 
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４．住宅改修の給付対象額 

  住宅改修費は、同一住宅において被保険者１人につき２０万円の上限が設

定されており、住宅改修の対象となった工事にかかる費用のうち、被保険者の

自己負担分を差し引いた金額を給付します。 
 

 〈例１〉 

  負担割合が１割の被保険者で、住宅改修の対象となった工事にかかる費用が１０万

円の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈例２〉 

  負担割合が１割の被保険者で、１回目の住宅改修の対象工事額が１０万円、２回目

の住宅改修の工事にかかる費用が１５万円の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

また、給付対象額の上限には以下のような特例があります。 
 
  ①１回目の住宅改修時点より要介護度が著しく重度になった場合、上限が２０万円

に戻ります。 
   

住宅改修：上限２０万円 
 

改修費用額 １０万円 

【うち対象費用額】１０万円 

【被保険者の自己負担額】 
１０万円×１割＝１万円 
 
【住宅改修費】 
１０万円－１万円＝９万円 

対象費用額１０万円にかかる１割分の１万円が被保険者の自己負担となり、１０万円

から被保険者の自己負担額を差し引いた９万円が住宅改修費として支給される。 

１回目の住宅改修においては、上記〈例１〉と同様。 

２回目の住宅改修においては、１回目で既に１０万円分を利用しているため、改修費

用の上限が１０万円となる。 

また、対象費用額１０万円にかかる１割分の１万円を１０万円から差し引いた９万円

が住宅改修費として支給され、１割分の１万円に改修費用の上限を超えた５万円を加

えた６万円が被保険者の自己負担となる。 

〔１回目〕 
 

住宅改修：上限２０万円 

改修費用額 １０万円 

【うち対象費用額】１０万円 

【被保険者の自己負担額】 
１０万円×１割＝１万円 
 
【住宅改修費】 
１０万円－１万円＝９万円 

〔２回目〕 
 

住宅改修：上限１０万円 

改修費用額 １５万円 

【うち対象費用額】１０万円 

 ※５万円は上限を超えている 

【被保険者の自己負担額】 
１０万円×１割＝１万円 
（上限） 
１万円＋５万円＝６万円 
 （上限を超えた額） 
 
【住宅改修費】 
１０万円－１万円＝９万円 
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１回目の住宅改修時点の要介護度 ２回目以降の住宅改修時点の要介護度 

要支援１（Ｈ１８以前は要支援） 要介護３以上 

要支援２／要介護１ 要介護４以上 

要介護２ 要介護５ 
   
  〈例〉 

例１ 
要支援１ 
（利用せず） 

⇒ 
要介護１ 
（20万円利用） 

⇒ 
要介護３ 
（利用不可） 

⇒ 
要介護４ 
※再度 20万円 
利用可能 

例２ 
要支援２ 
（20万円利用） 

⇒ 
要介護４ 
（利用せず） 

⇒ 
要介護３ 
（利用不可） 

⇒ 
要介護４ 
※再度 20万円 
利用可能 

例３ 
要介護１ 
（10万円利用） 

⇒ 
要介護３ 
（残り 10万円 
を利用） 

⇒ 
要介護４ 
※再度 20万円 
利用可能 

  

例４ 
要支援１ 
（20万円利用） 

⇒ 

要介護３ 
※再度 20万円 
利用可能 
（20万円利用） 

⇒ 
要介護２ 
（利用せず） 

⇒ 
要介護５ 
（利用不可） 

例５ 
要介護３ 
（10万円利用） 

⇒ 
要介護１ 
（残り 10万円 
を利用） 

⇒ 
要介護４ 
（利用不可） 

  

例６ 
要介護１ 
（10万円利用） 

⇒ 

要介護４ 
※再度 20万円 
利用可能 
（15万円利用） 

⇒ 
要介護３ 
※残り 5万円 
利用可能 

  

 

  ②転居した場合、上限が２０万円に戻ります。 

ただし、元の住宅に再び転居した場合は、元の住宅の上限が適用されます。 

  〈例〉 

例７ 
住宅Ａ 
要介護１ 
（20万円利用） 

⇒ 

住宅Ｂに転居 
要介護１ 
※再度 20万円 
利用可能 

⇒ 

住宅Ｂ 
要介護４ 
※再度 20万円 
利用可能 

  

例８ 
住宅Ａ 
要介護１ 
（15万円利用） 

⇒ 

住宅Ｂに転居 
要介護２ 
※再度 20万円 
利用可能 
（20万円利用） 

⇒ 

住宅Ａに戻る 
要介護３ 
※残り 5万円 
利用可能 

⇒ 

住宅Ａ 
要介護４ 
※再度 20万円 
利用可能 

 

なお、保険料の滞納による給付減額（もとの負担割合が、１割及び２割の人

は３割、３割の人は４割に変更）は、住宅改修費にも適用されます。 

 

 

５．住宅改修の流れ 

事前の申請で改修内容について承認を受けた後、住宅改修を行い、事後に実際の改

修費用の支給を申請することになります。事前申請で承認を得た内容に変更が生じた
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場合は、施工前に変更申請を行う必要があります。その場合には必ず担当の介護支援

専門員（ケアマネジャー）及び介護保険課へ連絡してください。承認を受けず施工内

容を変更した場合は、給付対象となりません。 

また、住宅改修を行わないことになった場合は申請取り下げ書を提出してくださ

い。 

住宅改修費の申請は、「償還払」ですが、本組合では要綱を定めて「受領委任払」

での申請制度を設けています。 

「償還払」 

利用者は、一旦、住宅改修にかかった費用の全額を施工業者に支払い、その後、

本組合が利用者へ保険給付対象となる工事額の給付割合分を支給します。 

「受領委任払」 

利用者は、保険給付対象となる工事額の利用者負担分（1割から 3割）を施工業者

へ支払い、保険給付の受領を施工業者へ委任し、本組合が施工業者口座へ給付分を支

給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 介護支援専門員（ケアマネージャー）に相談する。 

□ 三者協議を行う（被保険者、ケアマネージャー、施工事業者）。 

□ 見積りを依頼（複数推奨）し、理由書を作成する。 

□ 本組合が申請内容を審査し、結果を通知・連絡する。 

 工事前申請 

【１】工事前に行うこと 

【２】審査を行い許可書・承認証発行 

【３】承認を受けてから 
□ 施工事業者に連絡し、着工する。 

□ 工事完了後、理由書作成者と施工事業者は、工事内容確認を行い、 

許可書・承認証に事業所名、担当者氏名、確認日を記入する。 

 許可・承認 

 工事完了後 

【４】支給申請 
□ 本組合が申請内容を審査し、住宅改修費を支給する。 
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 注意点  

【１】工事前に行うこと 

■介護保険給付には金額や内容に制限があるため、希望どおりの住環境整備ができな

いこともあります。 
居室・寝室等の変更や住宅内の整理整頓による移動経路の見直し、他の補助制度、

自己負担による施工など、介護保険外の利用についても併せて検討してください。 

■理由書作成者は、施工事業者に対して理由書をもとに住宅改修の計画について説明

し、施工事業者は、理由書作成者に対して見積書や図面等をもとに施工内容・方法

等を説明するなど、お互いの情報を共有してください。 

■申請の様式については、本組合のホームページに掲載してある様式を使用してくだ

さい。また、Ｐ１４の作成要領に沿って記入してください。 

 

【２】審査を行い許可書・承認証発行 

■事前（承認）申請に対する許可・承認がおりる前に着工した場合、住宅改修費は支

給されませんので、ご注意ください。 
 ■申請件数が多いときは、審査に日数を要する場合がありますので、ご留意ください。 

 

【３】承認を受けてから 

■着工後に、事前に申請した内容と実際の改修内容が変更になる場合は、すみやかに

理由書作成者へ連絡するとともに、本組合に対して変更申請の手続きの指示を仰い

でください。 
■工事完了前に申請者（被保険者）が入院し、その後退院の見込みがない場合は、申

請者（被保険者）が入院した時点までに完成した部分が給付対象となります。 
■工事完了前に申請者（被保険者）が死亡した場合も同様に、死亡した時点までに完

成した部分が給付対象となります。 

 

【４】工事完了後 

 ■支給申請書を提出する。支給申請から振込みまで日数を要する場合があります。 
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６．申請書類及び作成要領 

  住宅改修費の支払い方法については、償還払いと受領委任払いの２通りの

方法がありますが、支払い方法によって申請書類が一部異なりますので、注意

してください。 

  住宅改修費の申請書類及び作成要領については、次のとおりです。 
 

【１】事前申請・受領委任払承認申請（改修前）に必要な書類 

書 類 名 注 意 点 

□住宅改修費事前申請書 

〔様式１－１〕【償還払い】 

□住宅改修費受領委任払承認申請書 

〔様式２－１〕【受領委任払い】 

■「改修費用」は、工事費内訳書における改修費用

の総合計を記入してください。 

■「住宅改修の内容・箇所及び規模」は、改修工事

の種類ごとに、寝室、浴室、廊下等の箇所や数量、

長さ及び面積等を記載しなければなりませんが、

工事費内訳書や平面図等において、これらの内容

が記載されている場合は、改修工事の種類のみを

記載しても差し支えありません。 

□住宅改修が必要な理由書 

〔様式１－２〕 

■介護支援専門員または地域包括支援センターの

職員が作成してください。※福祉住環境コーディ

ネーターが記載する場合は登録番号を記載して

ください。 

□工事費内訳書 

〔様式１－３〕 

■あて名は、申請者本人（被保険者）の氏名を記入

してください。 

■材料費、施工費、文書作成費等をそれぞれ明確に

区分して記入してください。 

■改修費用が適切に算出されたものであることが

確認できるよう、必要に応じてカタログのコピー

を添付するなど、根拠となる資料や算出方法等を

明示してください。 

■保険給付対象外の工事が含まれている場合、保険

給付対象工事と対象外工事費用をそれぞれ明確

に区分して記入してください。 

□寸法つきの平面図 

■改修する住宅全体の平面図を提出してください。 

■申請者本人の移動経路を確認するために、改修が

必要な箇所（理由書に関わる箇所）については、

部屋の用途（寝室・居室）やドア・浴室（浴槽）・

トイレ（便器）等の位置や向き、柱の芯から芯ま

での長さ、住宅内の高低差も記入してください。 

□改修前の写真 

※住宅改修前の日付入り写真に、完成

時の状態像を書き込んだもの 

〔様式１－４〕 

■改修前の状態を撮影した日付入り写真に、これか

らどのような改修を行うか確認できるよう、完成

時の状態を書き込んだものを提出してください。 

■カメラに日付機能がない場合は、黒板等に日付を

記入し、改修箇所に置いて写真を撮影してくださ

い。その際、黒板等で工事箇所を隠してしまわな

いよう注意してください。 

また、日付がある電子掲示板を取り入れた状態で

撮影した写真でも提出可能です。 

□住宅の所有者の承諾書 

〔様式１－５〕 

■改修する住宅の所有者が申請者本人でない場合

に必要です。所有者が複数いる場合は、すべての

所有者の承諾書が必要です。 
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□誓約書 

〔様式１－１１〕 

■改修する住宅の所有者が既に亡くなられており、

承諾書が得られない場合に必要です。 

 

【２】支給申請（改修後）に必要な書類 

書 類 名 注 意 点 

□住宅改修費支給申請書 

〔様式１－６〕【償還払い】 

〔様式２－２〕【受領委任払い】 

 

■原則として被保険者本人が申請者となります。 

■「申請額」は、保険対象費用額（上限２０万円）

から、負担割合証に応じた自己負担分を差し引い

た金額となります。ただし、１円未満の端数は、

切り捨てとなります。 

■事前（承認）申請時に病院・施設等に入院・入所

していた場合、退院・退所した年月日を必ず記入

してください。 

 

□住宅改修費工事許可書【償還払い】 

□住宅改修費受領委任払承認証 

【受領委任払い】 

 

■事前（承認）申請したあと、申請者（被保険者）

へ送付しています。 

■理由書作成者と施工事業者は、工事完了後に確認

を行い、事業所名、担当者名及び確認日を記入し

たうえで提出してください。 

 

□委任状 

〔様式２－３〕【受領委任払い】 

 

■「甲 委任者」には、申請者（被保険者）本人の 

 住所及び氏名を記入し、押印してください。 

 

□住宅改修に要した費用の領収証 

 

■領収証は、原則として、原本の提出が必要です。

ただし、本人が原本を所持しておきたいと希望す

る場合は、窓口に原本とコピーの両方を提示して

もらうことで、原本は確認後に返却します。 

※郵送による提出の際に原本の返却が必要な場

合は、領収証の写しと返信用の封筒を同封して 

ください。 

 

■あて名は、原則として申請者本人（被保険者）の

氏名を記入してください（名字のみや上様等の記

載では不可）。 
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□改修後の写真 

※住宅改修の前・後が確認（比較）でき

るもの 

〔様式１－４〕 

■改修前・後の比較ができるよう事前申請時に提出

した写真と同じ位置から写真を撮影し、提出して

ください。 

※改修箇所が広範囲で、全景写真だけでは使用し

てある部材等の確認が難しい場合、全景写真に

加えて、どのような部材が使用してあるのかを

確認できるような写真を提出してください。 

・改修後の写真は長さを測っていない（メジャー・ 

スケール等を当てていない）状態で撮影しても提 

出可能です。 

・ただし、段差の解消については工事前・後ともに 

必ずスケールを当て、全景と段差部分と長さ・幅 

がわかるような写真を提出してください。 

 

【３】着工後、改修内容に変更が生じた場合に提出が必要な書類 

書 類 名 注 意 点 

□住宅改修費工事許可変更申請書 

〔様式１－７〕【償還払い】 

□住宅改修費受領委任払承認変更 

申請書 

〔様式２－４〕【受領委任払い】 

■「改修費用」は、工事費内訳書における変更後の

改修費用の総合計を記入してください。 

■「変更の理由」、「変更後の改修の内容（箇所及び

規模）」は、変更分の「住宅改修が必要な理由書」

と整合性が取れるように記載してください。 

□住宅改修が必要な理由書 

（変更分）〔様式１－２〕 

■介護支援専門員または地域包括支援センターの

職員が作成してください。※福祉住環境コーディ

ネーターが記載する場合は登録番号を記載して

ください。 

■申請者本人（被保険者）の身体状況や住環境等に

どのような変化があって改修内容が変更になっ

たのかを明確に記載してください。 

□工事費内訳書（変更分） 

〔様式１－３〕 

■上記【１】事前申請・受領委任払承認申請(改修前)

に必要な書類の「工事費内訳書」に記載している

とおりです。 

□寸法つきの平面図（変更分） 

■上記【１】事前申請・受領委任払承認申請(改修前)

に必要な書類の「寸法つきの平面図」に記載して

いるとおりです。 

□改修前の写真（変更分） 

〔様式１－４〕 

■上記【１】事前申請・受領委任払承認申請(改修前)

に必要な書類の「改修前の写真」に記載している

とおりです。 

□住宅の所有者の承諾書（変更分） 

〔様式１－５〕 ■改修内容等が変更になっているため、再度承諾を

得ていただき、提出してください。 □誓約書（変更分） 

〔様式１－１１〕 

□住宅改修費工事許可書【償還払い】 

□住宅改修費受領委任払承認証 

【受領委任払い】 

■事前（承認）申請したあと、申請者（被保険者）

へ送付しています。 
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【４】申請後、改修工事を行わなくなった場合に提出が必要な書類 

書 類 名 注 意 点 

□住宅改修費支給費申請取下書 

〔様式１－８〕 

■取下者は、原則として、申請者（被保険者）本人

となります。 

■「取り下げ理由」は、必ず記入してください。 

□住宅改修費工事許可書【償還払い】 

□住宅改修費受領委任払承認証 

【受領委任払い】 

■事前（承認）申請したあと、申請者（被保険者）

へ送付しています。 

 

【５】許可書・承認証を再交付する場合に提出が必要な書類 

書 類 名 注 意 点 

□被保険者証等再交付申請書 

〔様式１－９〕 

■再交付申請時には、身分証証明する書類（運転免

許証や被保険者証 等）を持参してください。 
 

※上記書類の名称に「介護保険」や「介護保険居宅介護（介護予防）」などがつくものは、そ

の部分は省略して記載しています。 
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■申請書類の作成要領 
 



（２－１） 

第９号様式(第８条関係) 

介護保険住宅改修費受領委任払承認申請書 

 

島原地域広域市町村圏組合管理者  様 

 

下記のとおり、住宅改修費の受領委任払について、承認下さるよう関係書類を添えて申請します。 

申 
 

請 
 

者 

被保険者番号 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 申請日   ○○年○○月○○日 

被保険者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ   カ イ ゴ     タ ロ ウ 

  介 護  太 郎          

生 年 月 日 明・大・昭 ○○年○○月○○日  

被保険者住所 

〒859－1492   電話番号 （０９５７）６１－９１０１ 

 

島原市有明町大三東戊１３２７番地 

 

住宅の所有者 介 護 一 太 郎 申請者本人との関係（  父  ） 

 

改修の内容・ 

箇所及び規模 

手すりの設置（３箇所） 

段差の解消（１箇所） 

 

 

 

 

 

 

着工（予定）日 

 

  ○○年○○月○○日 

 

完成（予定）日 

 

  ○○年○○月○○日 

工事にかかる人員 ○ 人 工 期 

(半日の場合は 

０.５日間) 

    ○   日間 
改 修 費 用  ○○○，○○○ 円 

事 業 所 名 ㈱○○○○ 
事 業 所 の 

電 話 番 号 

(○○○○) 

  ○○－ ○○○○ 

事 業 所 の 

担 当 者 氏 名 
○○ ○○ 

携帯電話番号 

（必要なとき） 

○○○－ 

○○○○－○○○○ 
 

 

※ 申請の際には、次のものを添付して下さい。 

□ ①住宅改修が必要な理由書 

□ ②工事費内訳書 

□ ③工事内容の、寸法つきの平面図    ※ 

 

 

□ ④住宅改修前の日付入り写真に、完成時の状

態像をかきこんだもの（※段差部分の写真

は、スケールを当てて撮影したものに限る） 

住宅の所有者が申請者本人でない場合は⑤も必要 

□ ⑤住宅所有者の住宅改修承諾書 

 

※ 変※ 変更がある場合には、介護保険住宅改修費受領委任払承認変更申請を行って下さい。 

受付確認欄 備     考 
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改修費用は、工事費内訳書の改修費用

の総合計を記入してください。 

対象部分の費用を記入しないこと。 

 

被保険者と住宅の所有者が異なる

場合は、住宅改修承諾書（１－５）

が必要。亡くなられている場合は、

誓約書（１－１１）が必要 

記入例 

崎⇔﨑 エ⇔ヱ 恵⇔惠 

など紛らわしい漢字に注意 
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要
支

援
 

要
 
介
 
護

 

１
・
２

 
１
・
２
・
３
・
４
・
５

 

住
 
 
 
 
所

 

（
〒
 
 
 
―
 
 
 
 
）
 
 
電
話
 
（
 
 
 
）
 
 
 
－
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

･入
院
･入
所
〈

 無
・
有

 〉
 

退
院
予
定
日
 
 
 
 
 
 

 〉
 

･公
費
〈

 無
・
有

 〉
 

･他
の
補
助
金
等
の
申
請
〈

 無
・
有

 〉
 

補
助
金
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〉

 

 
 

 

保 険 者 

確
 
認
 
日

 

 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
評 価 欄 

     
担
当
者
名

 

   

＜
総
合
的
状
況
＞

 

   

利
用
者
の
身
体
状
況

 

 

移
動
方
法
は
 

 

必
ず
記
述
 

 

  

    

  

 
 

福
祉
用
具
の
現
状
と
利
用
状
況
と
改
修
後
の
想
定

 
同
時
申
請

 
改
修
前

 
改
修
後

 

 ●
車
い
す

 

●
特
殊
寝
台

 

●
床
ず
れ
防
止
用
具

 

●
体
位
変
換
器

 

●
手
す
り

 

●
ス
ロ
ー
プ

 

●
歩
行
器

 

●
歩
行
補
助
つ
え

 

●
認
知
症
老
人
徘
徊
感
知
機
器

 

●
移
動
用
リ
フ
ト

 

●
腰
掛
便
座

 

●
特
殊
尿
器

 

●
入
浴
補
助
具

 

●
簡
易
浴
槽

 

 □
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

 □
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

 □
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

介
護

状
況

 

（
主
な
介
護
者
含
む
）

 

  

    

  

住
宅
改
修
に
よ
り
、
利
用
者

は
日
常
生
活
を
ど
う
変
え
た

い
か

 

  

  
●
そ
の
他

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 
□

 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作   成   者 

現
地

確
認

日
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
作
成
日

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

打
合

確
認

日
 

（
三
者
協
議
）

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
（
場
所
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

被
保
険
者

 

（
又
は
家
族
）

 

  

施
工
業
者

 
  

P
T・

O
T
の
介
入

 

（
ど
ち
ら
か
に
○
）

 
無
 
 
 
 
 
 
 
有

 

所
属

事
業

所
 

  

資 格 

（
作
成
者
が
介
護
支
援

専
門
員
で
な
い
と
き
）

 

  

氏
名

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

連
絡
先

(電
話
・

F
A

X
) 

 
  

様
式
１
－
２

 

旧
様
式
を
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
新
様
式
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
つ
の
項
目
に
つ
い
て
、
必
ず
有
無
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

ま
た
、
入
院
・
入
所
が
有
の
場
合
、
退
院
・
退
所
日
が
確
定
し
た
際
に
は
、
施
工
業
者
に
必
ず
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

市
独
自
の
補
助
金
を
利
用
（
検
討
）
す
る
場
合
は
、「
他
の
補
助
金
等
の
申
請
」
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
福
祉
用
具
を
同
時
申
請
さ
れ
る
場
合
は
該
当
箇
所
に

チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
（
レ
点
チ
ェ
ッ
ク
か
塗

り
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い
）。

 

・
福
祉
用
具
を
利
用
し
て
い
る
又
は
利
用
を
予
定
し
て

い
る
場
合
は
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
（
レ
点
チ

ェ
ッ
ク
か
塗
り
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い
）。

 

・
福
祉
用
具
の
利
用
状
況
で
あ
る
た
め
住
宅
改
修
に
よ

る
も
の
（
手
す
り
や
ス
ロ
ー
プ
な
ど
）
に
つ
い
て
は
チ

ェ
ッ
ク
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
等
の
方
に
記
載
し
て
い
た
だ
く
理
由
書
で
す
。

 

記
入
し
て
も
ら
い
、
申
請
書
に
添
付
し
て
提
出
く
だ
さ
い
。

 

P
T
・

O
T
の
介
入
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら

か
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

自
筆
で
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。
※
福
祉
用
具
も
同
様

 

・
生
活
動
作
の
状
況
を
時
系
列
や
経
緯
等
を
含
め
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
現
在
の
移
動
方
法
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

（
例
：
令
和
△
年
○
月
×
日
、
庭
で
草
木
の
手
入
れ
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
躓
い
て
転
倒
し
動
け
な
く
な
っ
た
。
病
院
を
受
診
し
た
と
こ
ろ

腰
椎
の
骨
折
と
診
断
さ
れ
２
週
間
の
入
院
の
後
に
退
院
し
た
。
そ
の
た
め
下
肢
筋
力
の
低
下
が
見
ら
れ
、
小
刻
み
且
つ
ふ
ら
つ
き
歩
行
で
あ

る
。
屋
内
で
は
主
に
壁
に
手
を
つ
き
な
が
ら
歩
行
し
て
い
る
。
屋
外
で
は
歩
行
補
助
に
杖
を
使
っ
て
い
る
。）

 

 

㋐
 

・
各
種
介
護
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
な
く
家
族
等
の
介
護
も
含
め
た
介
護
状
況
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
：
夫
、
息
子
夫
婦
、
孫
の
５
人
暮
ら
し
。
日
中
息
子
夫
婦
は
仕
事
に
出
て
お
り
、
夫
と
二
人
に
な
る
た
め
夫
が
主
介
護
者
で
あ
る
。

身
の
周
り
の
こ
と
は
時
間
を
か
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
自
分
で
行
え
る
。
し
か
し
、
廊
下
と
各
部
屋
の
間
に
２
５
ｍ
ｍ
の
敷
居
が
あ
り
、
さ
ら

に
歩
行
時
ふ
ら
つ
き
が
あ
る
た
め
移
動
の
際
は
夫
が
見
守
っ
て
い
る
。）

 

・
利
用
者
及
び
家
族
が
住
宅
改
修
に
よ
っ
て
生
活
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
い
の
か
を
、
上
記
の
「
利
用
者
の
身
体
状
況
」「
介
護
状
況
」
を

踏
ま
え
総
合
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
：
段
差
に
ス
ロ
ー
プ
を
設
置
、
居
間
や
寝
室
か
ら
ト
イ
レ
へ
の
動
線
上
に
手
す
り
を
設
置
す
る
こ
と
で
転
倒
の
不
安
な
く
一
人
で
安

全
に
移
動
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
。）

 

  

㋑
 

㋓
 

㋒
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R
4

/1
2

/1
 

 

第
６
号
様
式
附
表

 

住
宅
改
修
が
必
要
な
理
由
書
（

P
２
）

 

＜
P
１
の
「
総
合
的
状
況
」
を
踏
ま
え
て
、
①
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
る
生
活
動
作
 
②
具
体
的
な
困
難
な
状
況
 
③
改
修
目
的
と
改
修
の
方
針
 
④
改
修
項
目
 
⑤
改
修
後
の
効
果
（
改
修
工
事
終
了
後
）
 
を
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
＞

 

①
改
善
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
生
活
動
作

 
②
 
①
の
具
体
的
な
困
難
な
状
況
（
…
な
の
で
困
っ
て
い
る
）
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い

 
③
改
修
目
的
・
期
待
効
果
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
上
で
、
改
修
の
方
針
（
…
す
る
こ
と
で
…
が
改
善
で
き
る
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

 
④
 
改
修
項
目
（
改
修
箇
所
）

 

排    泄 

□ □
 

 □
 

 □ □ □ □
 

ト
イ
レ
ま
で
の
移
動

 

ト
イ
レ
出
入
り
口
の
出
入

 

（
扉
の
開
閉
を
含
む
）

 

便
器
か
ら
の
立
ち
座
り

 

（
移
乗
を
含
む
）

 

衣
服
の
着
脱

 

排
泄
時
の
姿
勢
保
持

 

後
始
末

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

 

 
□

 

□ □ □
 

□ □
 

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
す
る

 

転
倒
等
の
防
止
、
安
全
の
確
保

 

動
作
の
容
易
性
の
確
保

 

利
用
者
の
精
神
的
負
担
や
不
安
の
軽
減

 

介
護
者
の
負
担
の
軽
減

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 

 
  □

 
手
す
り
の
取
付
け

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

□
 
段
差
の
解
消

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

□
 
引
き
戸
等
へ
の
扉
の
取
替
え

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

□
 
便
器
の
取
替
え

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

□
 
滑
り
防
止
等
の
た
め
の
床
材
の
変
更

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

□
 
そ
の
他

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

入    浴 

□ □ □
 

 □
 

 □
 

 □
 

 □ □
 

浴
室
ま
で
の
移
動

 

衣
服
の
着
脱

 

浴
室
出
入
り
口
の
出
入

 

（
扉
の
開
閉
を
含
む
）

 

浴
室
内
で
の
移
動

 

（
立
ち
座
り
を
含
む
）

 

洗
い
場
で
の
姿
勢
保
持

 

（
洗
体
・
洗
髪
含
む
）

 

浴
槽
の
出
入
り

 

（
立
ち
座
り
を
含
む
）

 

浴
槽
内
で
の
姿
勢
保
持

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

 

 
□

 

□ □ □
 

□ □
 

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
す
る

 

転
倒
等
の
防
止
、
安
全
の
確
保

 

動
作
の
容
易
性
の
確
保

 

利
用
者
の
精
神
的
負
担
や
不
安
の
軽
減

 

介
護
者
の
負
担
の
軽
減

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 

 

外    出 

□ □ □ □ □
 

 □
 

 □
 

出
入
り
口
ま
で
の
屋
外
移
動

 

上
が
り
か
ま
ち
昇
降

 

車
い
す
等
、
装
具
の
着
脱

 

履
物
の
着
脱

 

出
入
り
口
の
出
入

 

（
扉
の
開
閉
を
含
む
）

 

出
入
り
口
か
ら
敷
地
ま
で
の
屋
外

移
動

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

 

 
□

 

□ □ □
 

□ □
 

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

 

転
倒
等
の
防
止
、
安
全
の
確
保

 

動
作
の
容
易
性
の
確
保

 

利
用
者
の
精
神
的
負
担
や
不
安
の
軽
減

 

介
護
者
の
負
担
の
軽
減

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 

 

そ の 他 の 動 作 

 
 

 
□

 

□ □ □ □ □
 

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

 

転
倒
等
の
防
止
、
安
全
の
確
保

 

動
作
の
容
易
性
の
確
保

 

利
用
者
の
精
神
的
負
担
や
不
安
の
軽
減

 

介
護
者
の
負
担
の
軽
減

 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 

 

様
式
１
－
２

 

・
改
善
を
し
よ
う
と
し
て

い
る
動
作
に
つ
い
て
当

て
は
ま
る
も
の
す
べ
て

に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て

く
だ
さ
い
（
レ
点
チ
ェ
ッ

ク
か
塗
り
つ
ぶ
し
て
く

だ
さ
い
）。

 

・
排
泄
、
入
浴
、
外
出
の

生
活
動
作
以
外
に
つ
い

て
は
、
そ
の
他
の
動
作
欄

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
：
居
間
か
ら
寝
室
へ

の
移
動
）

 

 

・
日
常
生
活
で
ど
の
場
面
・
動
作
が
利
用
者
や

介
助
者
に
と
っ
て
困
難
な
の
か
具
体
的
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
：
寝
室
や
居
間
か
ら
ト
イ
レ
に
行
く
ま
で

の
廊
下
に
、
し
っ
か
り
と
掴
ま
る
と
こ
ろ
が
な

い
た
め
、
手
で
壁
を
つ
た
い
な
が
ら
移
動
し
て

い
る
。
し
か
し
、
下
肢
筋
力
の
低
下
に
よ
り
ふ

ら
つ
い
た
り
躓
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
手

で
壁
を
つ
た
い
な
が
ら
の
移
動
で
は
し
ば
し
ば

転
倒
し
そ
う
に
な
る
た
め
困
っ
て
い
る
）

 

・
ま
た
、
可
能
な
限
り
高
さ
や
位
置
な
ど
の
詳

細
な
情
報
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

 

（
例
：
廊
下
と
各
部
屋
の
床
の
高
さ
は
同
じ
だ

が
、

2
5
ｍ
ｍ
の
敷
居
が
あ
る
た
め
躓
き
転
倒
し

そ
う
に
な
る
こ
と
が
多
く
困
っ
て
い
る
）

 

  

・
住
宅
改
修
を
行
う
こ
と
で
困
難
な
状
況
の
改
善
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
、
改
修
の
目
的
と
期
待
す
る

効
果
を
明
確
に
し
ま
す
。
①
②
を
踏
ま
え
、
改
修
目
的
の
項
目
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
（
レ
点
チ
ェ
ッ

ク
か
塗
り
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い
）。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
困
難
な
状
況
を
改
善
す
る
の
か
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。
可
能
な
限
り
位
置
や
向
き
高
さ
な
ど
詳
し
い
状
況
の
記
述
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

・
両
側
に
手
す
り
を
つ
け
る
際
に
は
、
両
側
に
手
す
り
が
必
要
な
理
由
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
既
存
の
手
す
り
が
あ
る
箇
所
に
新
た
に
手
す
り
を
設
置
す
る
理
由
。
ま
た
は
、
移
設
す
る
理
由
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
：
寝
室
や
居
間
か
ら
ト
イ
レ
に
行
く
ま
で
の
廊
下
壁
面
に
、
床
か
ら
の
高
さ
８
０
ｃ
ｍ
の
手
す
り
を
設

置
す
る
。
居
間
・
寝
室
・
ト
イ
レ
の
敷
居
の
部
屋
廊
下
両
側
に
、
敷
居
の
高
さ
と
同
じ
高
さ

2
5
ｍ
ｍ
の
ス

ロ
ー
プ
を
設
置
す
る
。
以
上
の
改
修
を
行
う
こ
と
で
、
躓
い
て
転
倒
す
る
不
安
を
取
り
除
き
、
安
心
安
全
に

移
動
で
き
る
よ
う
に
な
る
。）

 

  

・
検
討
し
て
き
た
改
修
内

容
の
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク

を
入
れ
て
く
だ
さ
い
（
レ

点
チ
ェ
ッ
ク
か
塗
り
つ

ぶ
し
て
く
だ
さ
い
）。

 

・
改
修
箇
所
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。
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住
宅
改
修
工
事
費
内
訳
書

 
 
 
 
介
 
護

 
 
太
 
郎
 
 
 
 
 
様

 

番 号
 

改
 
修
 
箇
 
所

 
改
修
の
種
類

 
改
修
内
容
（
部
材
・
仕
様
等
）

 
改
 
修
 
費
 
用

 
対
象
部
分
費
用

 
算
出
根
拠

 
部
屋
名

 
部
 
分

 
数
量

 
単 位

 
単
 
価

 
金
 
 
額

 
数
量

 
単 位

 
金
 
 
額

 

１
 

玄
関

 
壁

 
手
す
り
の
取
付
け

 
木
製
手
す
り
（
品
番
）

L
=

6
0

0
m

m
 

0
.6

 
ｍ

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
0

.6
 
ｍ

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

エ
ン
ド
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
（
品
番
）

 
2

 
個

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
2

 
個

 
○
○
○
○

 
 

２
 

玄
関

 
玄
関
ポ
ー
チ

 手
す
り
の
取
付
け

 
ス
テ
ン
レ
ス
製
手
す
り
（
品
番
）

 

 
(L
＝

9
0

0
m

m
) 

0
.9

 
ｍ

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
0

.9
 
ｍ

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

ス
テ
ン
レ
ス
パ
イ
プ
支
柱
（
品
番
） 

 
(L
＝

9
5

0
m

m
) 

2
 
本

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
2

 
本

 
○
○
○
○

 
95

0m
m
（
埋
め
込
み

20
0m

m
）

 

 
 

 
 

コ
ア
抜
き

 
2

 
か 所

  
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
2

 
か 所

  
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

自
在
チ
ー
ズ
（
品
番
）

 
2

 
個

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
2

 
個

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

エ
ン
ド
キ
ャ
ッ
プ
ア
ウ
タ
ー

 

（
品
番
）

 

2
 
個

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
2

 
個

 
○
○
○
○

 
 

３
 

浴
室

 
壁

 
手
す
り
の
取
付
け

 
ア
ル
ミ
樹
脂
巻
き
手
す
り
（
品
番
）

(横
8

0
0
m

m
×
縦

4
0

0
m

m
) 

1
.2

 
ｍ

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
1

.2
 
ｍ

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

コ
ー
ナ
ー
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
（
品
番
）

 
1

 
個

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
1

 
個

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

エ
ン
ド
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
（
品
番
）

 
2

 
個

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
2

 
個

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

施
工
費

 
1

 
人

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
1

 
人

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

 
文
書
作
成
費

 
1

 
式

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
1

 
式

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
 

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

消
費
税

 
 

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
 

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

総
合
計

 
 

 
○
○
○
○

 
○
○
○
○

 
 

 
○
○
○
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
改
修
の
種
類

 
①
手
す
り
の
取
付
け
・
②
段
差
の
解
消
・
③
滑
り
の
防
止
・
移
動
の
円
滑
化
等
の
た
め
の
床
又
は
通
路
面
の
材
料
の
変
更

 

④
引
き
戸
等
へ
の
扉
の
取
替
え
・
⑤
洋
式
便
器
等
へ
の
便
器
の
取
替
え
・
⑥
そ
の
他
 
付
帯
工
事

 

記
入
例

 

手
す
り
の
取
付
け
工
事

 

固
定
さ
れ
て
い
な
い
、
据
え
置
き
式
、
は
さ
み

込
み
に
よ
る
簡
易
設
置
式
の
手
す
り
は
対
象

外
で
す
。

 
１
－
３
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手
す
り
に
使
用
す

る
長
さ
は
「
の
み

こ
み
」
ま
で
含
み

ま
す
。

 

申
請
書
や
そ
の
添
付
書
類
等
の
文
書

作
成
費
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

コ
ア
抜
き
に
つ
い
て
は
、
単
価
は
１
か
所
あ

た
り
の
単
価
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

金
具
の
単
価
は
、
１
個
あ
た
り
の
単
価

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

施
工
費
は
工
事
全
体
で
要
し
た
合
計
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い

 



平面図についての注意事項
１ 工事する階全体の平面図を提出してください。動線を確認しますので、改修が必要な場所（理由書
　 に関わる場所）については、部屋の用途（寝室・居室）やドア・浴室（浴槽）・トイレ（便器）等
　 の位置や向きも記入してください。
２ 改修前、改修後のどちらの状況もわかるように作成してください。
３ 工事費内訳書の金額が面積に基づいて計算されている場合は、計算に必要な寸法を入れてください。
４ 手すり、踏み台、床材変更部分等も平面図に分かるように色をつけて書き込み寸法を入れてください。
５ スロープ、踏み台など大工工事で製作する場合は、構造図等を添付してください。
6  部屋や廊下の比較的広範囲における部分の段差解消及び床材変更工事については、固定家具等（台
　 所棚、居室のタンス等）の設置スペースは保険給付対象外となりますので詳細を記載してください。
7  床材の変更の場合は、対象となる部屋の内法寸法を記載してください。

※柱芯々の寸法、基準高に対する高低（＋・－）や出入口の場所など工事内容把握や生活動
　線のイメージに必要となりますので記載し提出してください。

5
73
0

1910

ダイニング
キッチン

居室

居室

①廊下：横手すり
L=900mm
据付け高さ750mm

②玄関内段差解消
踏み台据付
(幅600mm×奥行300mm×高さ125mm)

廊下

④床材変更 1.78㎡1910

③トイレ：横手すり記入例

寝室

ベッド

寝室面積：3.7m×3.7m=13.69㎡
タンス部分：0.9m×0.7m=0.63㎡
棚部分：1.2m×0.6m=0.72㎡
ベッド部分：1m×2m=2㎡

保険対象部分：10.34㎡

洗面

脱衣室

浴室

L=600mm
据付け高さ750mm

+30

トイレ

タンス

※洗濯機及び排水口部分は
対象外

棚

棚 棚

収納 収納縁

⑤床材変更 10.34㎡

1432.53820

9
55

2
38
7.
5

3820 38201432.5

3
82
0

3
82
0

1
91
0

3700

3
7
0
0

1700

1
05
0

玄関

±0

+30

+30

±0

+30 -50

+30

-250
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（１－４） 

 

 

写真貼付用紙（介護保険用） 

被保険者氏名： 被保険者番号： No. 

施工業者名： 

改 修 箇 所  改修の種類  

改  修  前 撮影日：     年   月   日 

 ※具体的な撮影方法について 

 １ 工事前に提出する写真には、赤ペン等で改修後のイメージを必ず描き込んでください。また、コア 

抜きを要する場合は、コアの数がわかるように写真に記入してください。 
 

 ２ 写真は工事前、工事後の確認ができるように、同じアングルで撮影し、  

写真を撮影するようにしてください。 

 

 ３ 日付入りの写真が必要となりますが、カメラに日付を写し込む機能がない場合は、紙や黒板に日付 

   を記入して一緒に撮影してください。紙や黒板で対象箇所が隠れないように注意してください。 

   また、日付がある電子掲示板を取り入れた状態で撮影した写真でも提出可能です。 

   

 ４ 段差の解消については、工事前・後ともに必ずスケールをあて、全景と段差部分と長さ・幅がわかる 

ような写真を撮影してください。浴槽を変更する場合も、浴槽のまたぎの高さと深さがわかるよう 

にスケールをあてた写真を提出してください。 

 

 ５ 段差の解消による踏み台の設置については、固定されていることがわかる写真を撮影してください。

改修後の写真で固定部分の撮影が困難な場合は、取り付け過程時に固定部分（方法）の写真を撮影す

るようにしてください。 

改  修  後 撮影日：     年   月   日 

６ 扉などの変更については、改修が必要な状況が確認できるように撮影してください。 

  （例） 

   開き戸から引き戸に変更の場合は、工事前・後で扉の全景が確認できる写真 

   両側ドアノブの変更の場合は、両方確認できる写真 

   滑りにくい床材の変更の場合は、改修部分の全景（１枚に納まらない場合は分割して撮影も可）が確認で

きる写真 

 

７ 全景の写真のみでは仕様部材等の詳細部分が確認できないことがあります。そのような場合は、全      

  景の他に工事完成の状態が把握できるような写真の追加提出をお願いします。 

（例） 

   手すりの全景では遠くてブラケットの種類が判別できない場合は、その写真の遠い側から撮るなど

確認できる写真 

    

 ８ 画質が粗い写真が見受けられますのでご注意ください。 

  

９ 段差があるため手すりが必要な場合は、段差がわかるように撮影してください（この場合、段差に

スケールをあてる必要はありません。）。 

   

１０ 住宅改修工事費内訳書と写真と比べて疑義がある場合は確認を行います。 

※ 写真は、それぞれ日付の入ったものとします。デート機能のないカメラでは、黒板等に日付を記入し、撮影して下さい。 

もしくは日付がある電子掲示板を取り入れた状態で撮影した写真でも可 

※ 住宅改修工事費内訳書と写真と比べて疑義がある場合は確認を行います。 
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（１－４） 

 

 

 

写真貼付用紙（介護保険用） 

被保険者氏名：介護 太郎 被保険者番号：０００００１２３４５ No.１ 

施工業者名：㈱ ○○○○ 

改 修 箇 所 玄関 上がり框 改修の種類 手すりの取付け 

改  修  前   撮影日：平成２４年 １０月 １９日 

 

改  修  後 撮影日：     年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真貼付欄） 

 

 

 

 

 

 

※ 写真は、それぞれ日付の入ったものとします。デート機能のないカメラでは、黒板等に日付を記入し、撮影して下さい。 

もしくは日付がある電子掲示板を取り入れた状態で撮影した写真でも可 

※ 住宅改修工事費内訳書と写真と比べて疑義がある場合は確認を行います。 

 

 

記入例（工事前）良い例 

・ 撮影日が確認できる。 

・ 改修後のイメージが記入され、手すりの高さも確認できる。 

※ 段差があるため手すりが必要な場合は、段差がわかるように撮影し

てください（この場合、段差にスケールをあてる必要はありません。）。 

工事内訳書の番号と合

わせてください 

工事内訳書の改修箇所

と合わせてください 

工事内訳書の改修の種

類と合わせてください 

21 



（１－４） 

 

 

 

写真貼付用紙（介護保険用） 

被保険者氏名：介護 太郎 被保険者番号：０００００１２３４５ No.１ 

施工業者名：㈱ ○○○○ 

改 修 箇 所 玄関 上がり框 改修の種類 手すりの取付け 

改  修  前 撮影日：平成 ２４年 １０月 １９日 

 

改  修  後 撮影日：平成 ２４年 １１月  １日 

 
※ 写真は、それぞれ日付の入ったものとします。デート機能のないカメラでは、黒板等に日付を記入し、撮影して下さい。 

もしくは日付がある電子掲示板を取り入れた状態で撮影した写真でも可 

※ 住宅改修工事費内訳書と写真と比べて疑義がある場合は確認を行います。 

記入例（工事後）良い例 

良い点 

・ 撮影日が確認できる。 

・ 同じアングルから撮影され、工事前・後の確認ができる。 

・ 部材等が確認できる。 

22 



（１－５） 

 

 

 

 

 

 

 

住 宅 改 修 承 諾 書 

 

 

 

私は、私が所有する住宅に居住している  介護 太郎 が、私の所有する住宅に対

して、介護保険の対象となる住宅改修を行うことを承諾します。 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 

 

住宅所有者 住  所 島原市有明町大三東戊１３２７番地 

 

氏  名   介護 一太郎  ㊞ 

 

電話番号 （０９５７）６１－ ９１０１ 

この書類は、申請者と改修する住宅の所有者が異なる場合に添付が必要となります。 

所有者が複数いる場合には、すべての所有者の承諾書が必要です。 

記入例 

押印してください。 

シャチハタなどのイン

ク浸透印は原則不可 

23 



様式７号（第６条関係） 

第 43109999 号 

                                     ○○年○○月○○日  

 

   介護 太郎   様     

                         島原地域広域市町村圏組合管理者 

 

介護保険住宅改修費受領委任払承認証 

委 

任 

者 

被 保 険 者 

氏 名 
 介護 太郎  

被保険者 

番  号 
 ○○○○○○○○ 

受 付 日 ○○年○○月○○日 
承 認 

不承認 
 承認 

承認年月日 ○○年○○月○○日 不承認 

の理由   
給付の種類  住宅改修 

受 

任 

者 

事 業 所 名  株式会社○○ 

代表者氏名  代表取締役 ○○ 

事 業 所 

所 在 地 
 ○○市○○○○ 

給
付
額
等 

 費用額合計 保険対象費用額 
介 護 保 険 

利用者自己負担額 
保険給付費額 

200,000 200,000 20,000 180,000 

◎ 確認記入欄については、工事（完了）の内容確認を行った日を記入してください。 

確認記入欄 事業所名 担当者氏名 確認日 

理由書作成者      年  月  日 

施工事業者    年   月  日 

 

※ 本証は、工事の承認を行うもので、保険給付額の決定を行うものではありません。 

※ 本証を受領しましたら、理由書作成者及び施工事業者へ連絡し工事を始めてください。 

※ 本証交付後、内容に変更がある場合は、必ず「介護保険住宅改修費受領委任払承認変更申請

を行ってください。その際は本証を返還してください。 

※ 本証交付後、支給申請を行わない場合は「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申

請取下書」の提出を行い、同時に本証を返還してください。本証の返還がない場合は、新たに

介護保険住宅改修受領委任払承認申請はできません。 

※ 自己負担額については、領収日が基準となります。必ず「介護保険負担割合証」と本証を、

理由書作成者及び施工事業者へ提示していただき支給申請を行ってください。 

(円) (円) (円) (円) 

改修が予定通り完了していることを確認してから、それぞれ

事業所名・担当者名・工事完了の確認日の記入のうえ提出し

てください。 

委任状（２－３）（P27参照）の受

領委任払承認証番号は、この部分の

番号を記入してください 

工事後の支給申請時には、原本を添付してください。 

管理者印 

※印影 
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領収書を発行する金額

（Ｐ26参照） 

支給申請書（受領委任払

用）の申請額（Ｐ25参

照）に記入する金額 



                                           （２－２） 

第９号様式（第８条関係） 

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（受領委任払用） 

 ﾌﾘｶﾞﾅ カイゴ  タロウ 保険者番号     4 2 2 0 3 0  

被保険者氏名 

 

介 護 太 郎 

 

被保険者番号 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 

個人番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

生年月日 明・大・昭 ○○ 年○○月○○日  

住   所 

〒８５９－１４９２ 電話番号 （０９５７）６１－９１０１ 

 

島原市有明町大三東戊１３２７番地 

住宅の所有者 介 護  一太 郎 本人との関係（  夫  ） 

改修の内容・ 

箇所及び規模 

手すり（３箇所） 

 

業者名 ㈱ ○○○○ 

着工日 平成○○年○○月○○日 

完成日   ○○年○○月○○日 

申 請 額 ○○○，○○○ 円  

 

島原地域広域市町村圏組合管理者  様 

 

上記のとおり関係書類を添えて、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を申請します。 

 

○○年○○月○○日 

住 所 島原市有明町大三東戊１３２７番地   電話番号（０９５７）６１－９１０１ 

申請者（被保険者） 

氏 名 介 護 太 郎     続  柄（ 本 人 ） 

 

※ 申請の際には次の関係書類を添付して下さい。 

□ ①介護保険住宅改修費受領委任払承認証 

□ ②委 任 状 

□ ③領 収 書 

□ ④住宅改修の前・後が確認（比較）できる写真 

 居宅介護（介護予防）住宅改修費を下記の口座に振り込んで下さい。 

 

口座振込 

依 頼 欄 

銀  行 

○ ○   農  協 

信用金庫 

本 店 

○ ○ 支 店

出張所 

種     目 口 座 番 号  

１．普 通 預 金 

２．当 座 預 金 

３．その他（  ） 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 
金 融 機 関 コ ー ド 店 舗 コ ー ド 

       

ゆうちょ銀行 

９９００ 

記号 CD/再発行 番号（右詰めで記入）  

              

口座名義人 
ﾌﾘｶﾞﾅ ｶ）○○○○ ﾀﾞｲﾋﾖｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ △△△△  

 ㈱ ○○○○ 代表取締役 △△△△ 

※ 振込先を、ゆうちょ銀行になさる方のみ、その口座を太枠内に記入して下さい。 

※ ゆうちょ銀行の通帳の、記号と番号の間に１桁の数字がない場合は、CD/再発行欄は記入しないで下さい。 

受付確認欄 備     考 

  

 

 

記入例 

入院・入所中の申請者は、 

下記を記入してください。 

退院・退所日  

  年  月  日 

受領委任払承認証（P24参照）「保

険給付費額」）を記入してください。 

 

被保険者の住所により記入 

島原市  ４２２０３０ 

雲仙市  ４２２１３９ 

南島原市 ４２２１４７ 

住宅改修が必要な理由書の入院・入所が有

の場合、必ず退院・退所日を記入してく

ださい。 

※退院・退所をしてない対象者の支給申請

の受付は認めません。 

受領委任払の振込口座は、施工業者の振込口座を記入してください。 
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※
領
収
証
の
名
前
に
つ
い
て
、
申
請
者
（
被
保
険
者
）
の
た
め
の
住
宅
改
修
で
あ
る
の
で
、
申
請
者
（
被
保
険
者
）
の
名
前
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
記
入
例
は
様
式
、
記
入
方
法
に
つ
い
て
指
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
郵
送
で
提
出
の
際
に
原
本
返
却
が
必
要
な
場
合
は
、
領
収
証
の
写
し
と
返
信
用
の
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

※
支
所
に
て
領
収
証
の
写
し
を
提
出
す
る
際
に
は
、
必
ず
原
本
を
確
認
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

記
入
例

介
護
太
郎
様 但
し
住
宅
改
修
費

と
し
て

上
記
金
額
正
に
領
収
い
た
し
ま
し
た
。

○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
市
(町
)○
○
○
○
番
地

㈱
○
○
○
工
務
店

代
表
取
締
役
○
○
○
○

電
話
０
９
５
７
－
○
○
－
○
○
○
○

領
収
証

収
入
印
紙

領
収
金
額

金
○
○
○
，
○
○
○
円
也

申
請
者
（
被
保
険
者
）
の
名
前
（
フ
ル
ネ
ー
ム
）
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
生
活
保
護
受
給
者
の
場
合
は

市
長
宛
に
な
り
ま
す
。

領
収
金
額
が

5
万
円
以
上
と
な
る
場
合
は
、
収
入
印
紙
が

必
要
で
す
。

※
領
収
金
額
が
５
万
円
以
上
で
も
収
入
印
紙
を
貼
ら
な
く
て
い
い
場
合

①
税
抜
価
格
が

5
万
円
未
満
で
あ
る
。

②
「
消
費
税
額
」
ま
た
は
「
税
抜
価
格
」
い
ず
れ
か
の
記
載
が
あ
る
。

上
記
①
②
の
両
方
を
満
た
し
て
い
れ
ば
収
入
印
紙
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

内
訳
税
抜
価
格

消
費
税
額
（
　
％
）

26

○
償
還
払
い
の
場
合
は
、
工
事
許
可
書
の
「
費
用
額
合
計
」

の
金
額

○
受
領
委
任
払
の
場
合
は
、
受
領
委
任
払
承
認
証
の
「
介
護

保
険
利
用
者
自
己
負
担
額
」
（
今
回
住
宅
改
修
費
に
係
る

利
用
者
自
己
負
担
額
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
Ｐ

2
4
参

照
）

【
注
意
】



（2－3） 

第９号様式附表１ 

 

委  任  状 

 

 

島原地域広域市町村圏組合管理者  様 

 

 

甲は、居宅介護（介護予防）住宅改修費の受領に関する権限を乙に委任します。 

 

○○年○○月○○日 

 

甲 委 任 者  住  所 島原市有明町大三東戊１３２７番地 

氏  名   介護 太郎  ㊞ 

 

乙 受 任 者  登録番号   ２００９９９    ◎ 

住  所  ○○市○○町○○○○番地◎ 

事業所名 ㈱ ○○○○    ㊞◎ 

代表者名 代表取締役 △△△△  ㊞◎ 

 

 

介護保険住宅改修費受領委任払承認証番号  ４３１０９９９９  

 

 

被保険者（申請者）

の住所、氏名を記入

のうえ、押印してく

ださい。 

記入例 
この書類は、受領委任払の場合にのみ支給申請書に添付が必要となります。 

受領委任払施工事業

者の住所、氏名を記

入のうえ、押印して

ください。 

被保険者（申請者）に受領委任払承認証を交付してお

りますので、承認証番号（承認証の日付の上に承認証

番号があります。）を記入ください（Ｐ２４参照）。 

シャチハタなどのインク浸透印は原則不可 

支給申請書と同じ印鑑を押印してください 
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「住宅改修が必要な理由書」を記入する上で、利用者や家族の希望を取り入れ

つつ、利用者に適した自立につながるような改修計画が必要です。そのため、利

用者の生活状況を把握し、支障となっている箇所をどのようにして適切な方法

で解消できるのか、専門家と一緒に検討しながら総合的に判断する必要があり

ます。また、被保険者のことを直接知らない人でも、その人がどのような身体、

介護そして生活の状況にあるのかイメージできるような表現・内容となるよう

心がけてください。 

 

 

１ページ目 

<基本情報>  
「入院・入所」、「公費」及び「他の補助金の申請」の記載漏れが多く見受けら

れますので、必ず漏れなく○をつけてください。 

「作成者」の「打合確認日（三者協議）」欄に「PT・OT の介入」の項目を新設

していますので、有無のどちらかに○をつけてください。 

 

<総合的状況> 

㋐利用者の身体状況 
・利用者の状況は主治医や専門職（理学療法士、作業療法士など）担当の訪問看

護師などの情報を得るのが望ましいです。特に疾病の情報把握については利用

者の日常生活動作に関するものなので、関係機関と連絡を取る必要があります。 

・屋内の移動方法は必ず記入してください（つかまらないで歩ける・つたい歩

き・介助歩行・杖や歩行器利用・車椅子介助など）。また、屋外に関する改修を

される場合は屋外の移動方法も必ず記入してください。 

・歩行の方法に加え歩行状況についても記入してください（ふらつき、つまずき

やすい、足をひきずって、足が上がりにくいなど）。 

・その他に立ち上がりやバランス保持など生活動作に関する身体の状況につい

て記入してください。 

 

 

 

 

「住宅改修が必要な理由書」作成時の留意事項 
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㋑介護状況 

・家族の介護や介護サービスの利用状況が住宅改修の必要性を判断する上で重

要となります。 

・日頃の家族の介護や各種介護サービスの利用等について記入してください。 

・見守り程度の状況であっても改修目的の根拠となり得ますので、その内容につ

いて記入してください。 

 

㋒住宅改修により利用者等は日常生活をどう変えたいか 

・利用者や介護者が住宅改修によって現在の暮らしをどう変えたいのか、あるい

は継続・維持していきたいのかを専門職の判断も踏まえた上で総合的に記入し

てください。 

・ただし、利用者や家族の希望だけを取り入れた住宅改修の計画では、介護保険

の方針とかけ離れてしまうこともあるため、住宅改修の目的や方針そして必要

性について専門職として意見を示し、被保険者や家族が理解した上で判断でき

るようにすることが重要です。 

・具体的な改修方針や改修項目は２ページに記入してください。 

 

㋓福祉用具の現状と利用状況と改修後の想定 

・利用者の生活や介護の状況を改善するためには、住宅改修と福祉用具の利用を

組み合わせて検討する必要があります。 

・「同時申請」の項目を新設していますので、住宅改修と福祉用具を同時に申請

される場合は、「同時申請」の欄にチェックをいれてください。 

 

【注意】福祉用具の利用状況について 

住宅改修と同時に福祉用具購入の申請をされる場合、福祉用具を利用して移

動や立ち上がり浴槽またぎ等どのような動作を想定されているのか理由書に併

せて記入してください。また、すでに利用している福祉用具があれば、その種類

や使用状況を記入してください。 
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２ページ目 

①改善をしようとしている生活動作 

・改善をしようとしている動作についてチェックをする。 

・「その他の動作」欄には「排泄」「入浴」「外出」以外の活動の生活動作を記入

してください。 

 

②①の具体的な困難な状況を記入 

・生活動作（「立ち上がる」「歩く」「またぐ」「段差昇降」「扉の開閉」など）に

ついて困っていることや問題点について、それがどのように困難なのか介護状

況等（「利用者本人の心身状況や動作」「介助方法」「住環境の現状」など）をふ

まえ具体的に記入する。具体的に記載することで、住宅改修の方針が明確になり

ます。 

・可能な限り高さや位置など詳細な情報があることが望ましいです。 

 

③目的・期待効果をチェックした上で、改修の方針を記入 

・現状の問題点をふまえた上で改修目的の項目をチェックしてください。 

・各動作の困難事項を改善するために、どのような改修を行うのかその方針を具

体的に記入してください。 

・手すり設置の場合は「横手すり」「縦手すり」「L 字型手すり」など、どのよう

なものを取り付けるかわかるように形状等を記入してください。 

・段差解消の場合は「敷居を撤去して平らにする」「かさ上げ」「踏み台設置」「ス

ロープ設置」など具体的に記入してください。 

 

④改修項目（改修箇所） 

・改修箇所は具体的に記入してください（例：手すりの取付けであれば「便器横

壁面」、段差の解消であれば「玄関上がり框に踏台設置」など）。 

・付帯工事については、その他の欄にどの改修項目の付帯工事かわかるように記

入してください（例：和→洋式便器の取替えに伴うトイレ仕切り壁の撤去）。 
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住宅について 

 

Ｑ１：一時的に身を寄せている住宅の改修費は支給されるのか。 

Ａ１：住宅改修は現在居住している住宅を対象としており、被保険者証に記載 

されている住所地のみが支給対象となります。 

 

Ｑ２：店舗兼住宅に住宅改修を行いたいが認められるのか。 

Ａ２：住宅改修の対象となる「住宅」とは、被保険者（利用者）とその家族のみ

が生活する場所を想定しています。したがって、店舗等様々な人が使用す

ると思われる場所への住宅改修は認められません。判断に迷うような場

合は事前にご相談ください。 

（例：店舗と居宅の入り口が共用でその外部階段部分に手すりをつける。 

      →本人以外に不特定多数の人が使用する可能性がある場合は認め

られません。） 

 

 

 工事について 

 

Ｑ１：住宅改修の工事とはどのようなものなのか。 

Ａ１：個人の資産形成につながらない比較的小規模な工事が前提です。支給対 

象となる住宅改修については、告示されている住宅改修の種類のとおり

です。ただし、すべての改修工事に対して住宅改修費が支給されるわけで

はありませんのでご注意願います。 

（例：古くなった床を新しくするなど単なる老朽化に伴う改修や明らか  

にリフォーム目的のものは認められません。） 

 

Ｑ２：上がりかまちが高いため踏み台の設置を検討している。ただし、玄関が狭

いため使わない時ははずせるように固定しなくても良いか。 

Ａ２：住宅改修は固定が原則です。踏み台を単に置くという様な改修は認められ 

ません。他にも固定されてない家具（靴箱等）へ手すりの取り付けや扉に

手すりを取り付けるなども同様です。 

 

 

Ｑ＆Ａ 
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Ｑ３：トイレに手すりを付ける予定だが、既存の洋式便器を新しいものに取り 

替える工事も同時に予定されている。 

Ａ３：住宅改修と併せて支給対象外の工事も行われた場合、対象部分の抽出･按

分等の適切な方法で行い対象費を算出します。内訳書、理由書ともに記載

がなく、支給申請時の写真を見て初めて判明する場合があります。したが

って、自費で工事される部分についても理由書に記入をお願いします。 

 

 

支給について 

 

Ｑ１：住環境が整い次第退院できる状態になったため、入院中であるが住宅改 

修を行うことができるか。 

Ａ１：介護保険の住宅改修は在宅介護サービスの位置づけであるため、入院中は

住宅改修費を支給できません。ただし、退院後の生活のためあらかじめ改

修しておく必要がある場合も考えられ、退院後に支給申請することは差

し支えありません。ただし、結果として退院できなかった場合は支給でき

ませんので十分ご注意ください。 

 

Ｑ２：①在宅被保険者が工事着工後に様態の急変等で入院し退院の見通しが立

たない場合 

②在宅被保険者が工事着工後に様態の急変等で死亡した場合 

①②の場合について住宅改修費は支給されるのか。 

Ａ２：①入院するまでに完成した部分が給付対象となります。 

   ②死亡時に完成している部分が給付対象となります。 

 

Ｑ３：自費で手すりを取り付けているが既存の手すりを撤去し新しい手すりに

付け替える場合支給対象となるのか。 

Ａ３：介護保険の住宅改修や自費等にかかわらず、すでに取り付けてある手す 

りの付け替えは認められません。ただし、身体状況の変化等により新たな

機能の手すりが必要な場合は認められることもあります。その場合理由

書に詳細を明記してください。 
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